
第 １ 部

計画の考え方

第１章　計画策定に当たって

第２章　東京の高齢者を取り巻く状況

第３章　目指すべき方向性

第４章　新型コロナウイルス感染症等について





第１部　計画の考え方

第
１
章

計
画
策
定
に
当
た
っ
て

- 3 -

第 １ 章

計画策定に当たって

第１節　計画策定の趣旨

第２節　計画の位置付け

第３節　計画期間

第４節　計画の進行管理

第５節　老人福祉圏域の設定

第６節　 他計画との関係（保健医療計画、障害者・障害児施策推進
計画、地域福祉支援計画等）





第１部　計画の考え方

第
１
章

計
画
策
定
に
当
た
っ
て

- 5 -

第１節　計画策定の趣旨

東京都高齢者保健福祉計画は、大都市東京の特性を生かし、地域で支え合いながら、高齢者
がいきいきと心豊かに、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、都が目指
す基本的な政策目標を定め、その実現に向けて取り組む施策を明らかにすることを目的とし、
策定しています。

本計画（第 8 期計画）は、「団塊の世代」¹ が後期高齢者2となる令和 7 年（2025 年）及び「団
塊ジュニア世代」3 が高齢者となる令和 22 年（2040 年）の東京の高齢者の状況を念頭に、令和
3 年度から令和 5 年度までに取り組むべき施策を明らかにしました。

第２節　計画の位置付け

本計画は、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の 9 に基づく都道府県老人福祉計
画及び介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 118 条に基づく都道府県介護保険事業支援計画
を合わせた、都における高齢者の総合的・基本的計画として一体的に策定しています。

また、福祉保健施策の一体的・総合的な推進が必要であることから、本計画は、保健事業を
含んだ計画となっています。

第３節　計画期間

東京都高齢者保健福祉計画は、社会経済情勢の推移、東京の高齢者を取り巻く状況、介護サー
ビスの利用状況及び国の施策動向等を踏まえて、3 年を 1 期とする計画として策定しており、
本計画は、令和 3 年度から令和 5 年度までを計画期間としています。

また、中長期的には、「団塊の世代」が後期高齢者となる令和 7 年（2025 年）及び「団塊ジュ
ニア世代」 が高齢者となる令和 22 年（2040 年）を見据えた計画としています。

なお、平成 12 年度から実施された介護保険制度では、3 年間を 1 期とする事業運営期間4 を
設定しており、本計画期間はその第 8 期目に該当するものです。

1 団塊の世代
本計画においては、戦後間もない昭和 22 年から昭和 24 年までの、いわゆる第一次ベビーブーム時代の 3 年間に生まれた世

代のことをいう。
2　後期高齢者

75 歳以上の高齢者
3　団塊ジュニア世代

本計画においては、昭和 46 年から昭和 49 年までに生まれた世代のことをいう。
4　第 1 期及び第 2 期は、5 年間を 1 期とする事業運営期間が設定され、3 年ごとに計画を見直すこととされていた。
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計画期間

第４節　計画の進行管理

本計画では、計画の進捗による施策効果を的確に把握・分析・評価できるよう、計画の理念
に沿ったビジョン・目標及びそれに向けた取組と指標（プロセス指標）のほか、参考指標（ア
ウトカム指標）を設定しました（第 3 部第 1 章第 1 節）。

本計画期間中、この目標・指標等を活用して「東京都高齢者保健福祉施策推進委員会」等で、
計画の達成状況の進行を管理し、次期以降の計画につなげていきます。
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第５節　老人福祉圏域の設定

老人福祉圏域とは、介護保険法第 118 条第 2 項第 1 号の規定により、当該都道府県が、介護
給付等サービスの種類ごとの量の見込みを定める単位となるものとして設定するものです。都
は、福祉サービス及び保健医療サービスの一体化・総合化を図る観点から、介護保険施設等の
適正配置の目安となる老人福祉圏域を、二次保健医療圏5 に一致させて設定しています。

5　二次保健医療圏
原則として特殊な医療を除く一般の医療ニーズに対応するために設定する区域で、入院医療を圏域内で基本的に確保するとと

もに、医療機関の機能連携に基づく医療サービスと広域的、専門的な保健サービスとの連携などにより、都民に包括的な保健医
療サービスを提供していく上での圏域であり、その整備を図るための地域的単位である。

また、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の 4 第 2 項第 12 号の規定により、主として病院の病床及び診療所の病
床の整備を図るべき地域的単位として設定する医療計画上の区域でもある。
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第６節　他計画との関係（保健医療計画、障害者・障害児施策推進計画、地域福祉支援計画等）

本計画は、都の高齢者施策の推進に関連する他の計画並びに区市町村の老人福祉計画及び介
護保険事業計画とも整合性等を図りつつ策定しています。特に、地域共生社会の実現のための
社会福祉法等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 52 号。以下「令和 2 年改正法」という。）
により、地域共生社会の実現に向けて、地域住民の複雑・複合化したニーズに対応する包括的
な福祉サービス提供体制を整備する観点から介護保険制度等の見直しが行われたことも踏まえ、
本計画と同時に策定・改定される他計画との整合性や調和を図ることが重要となっています。
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１　福祉・保健・医療に係る計画等との関係

（１）医療計画との整合性

【東京都保健医療計画】
・ 　医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の 4 に基づく医療計画を含む、東京都の保健

医療施策の方向性を明らかにする基本的かつ総合的な計画
・　平成 30 年 3 月に改定（第 6 次改定）（平成 30 年度～令和 5 年度）
・　令和 3 年度に中間見直しによる、計画の一部改定を予定

本計画は、「東京都地域医療構想」（平成 28 年 7 月策定）も踏まえ、病床の機能分化・連携の
推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築や在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシ
ステムの構築が一体的に行われるよう、特に以下について整合性を確保しています。

・ 　病床の機能分化・連携に伴い生じる、在宅医療等の新たなサービス必要量に関して、介
護サービスの見込量と、医療計画において掲げる在宅医療の必要量

・ 　認知症施策や多職種連携の推進など、医療と介護の連携の強化に関する施策
また、策定に当たっては、東京都や区市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場

を設置し、緊密な連携が図られる体制を整備しています。

（２）都道府県障害福祉計画との調和

【東京都障害者・障害児施策推進計画】
・ 　障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第 11 条第 2 項に基づく障害者施策に関する基本

計画としての障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。）第 89 条第 1 項に基づく障
害福祉サービスの提供体制の確保等に関する計画である障害福祉計画及び児童福祉法（昭
和 22 年法律第 164 号）第 33 条の 22 第 1 項に基づく障害児通所支援等の提供体制の確保等
に関する計画である障害児福祉計画の 3 つの性格を併せ持つ計画として一体的に策定

・ 　障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現等を目指し、障害者施策の総合的な展開や
障害福祉サービス等の提供体制の確保について定めている

・ 　令和 3 年度に策定予定（令和 3 年度～令和 5 年度）

本計画は、高齢者と障害児・者が共に利用できる「共生型サービス」や精神科病院からの地
域生活移行に係る成果目標等との調和を図っています。
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（３）都道府県地域福祉支援計画との調和

【東京都地域福祉支援計画】
・ 　社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 108 条第 1 項に基づく都道府県地域福祉支援計

画
・ 　東京都における高齢者、障害者、児童等の福祉の推進に関し、共通する考え方や施策の

方向性等を提示
・　令和 3 年度に策定予定（令和 3 年度～令和 5 年度）

要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、要介護者等の生活全般の課
題を解決するためには、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図ることが
重要であるとともに、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍で
きるコミュニティを育成し、公的な福祉サービスを活用しつつ、助け合いながら暮らすことの
できる地域共生社会を実現する必要があります。

本計画は、地域において様々な提供主体によるサービスを実施、連携させる地域福祉支援計
画と調和を保っています。

（４）その他の計画との調和
上記計画のほか、東京都では以下の計画について、整合性の確保や調和を図って策定してい

ます。
・ 　地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第 64 号）

に基づく東京都計画
・ 　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）第 9 条に基づく第 3 期東京

都医療費適正化計画
・ 　健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 8 条に基づく都道府県健康増進計画である「東

京都健康推進プラン 21（第二次）」
・ 　災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）の規定に基づく「東京都地域防災計画」
・ 　新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）に基づく「東京都新型

インフルエンザ等対策行動計画」
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２　住まいに関する計画との関係

（１）都道府県住生活基本計画との調和

【東京都住宅マスタープラン】
・ 　東京都住宅基本条例（平成 18 年東京都条例第 165 号）に基づいて策定され、住宅政策を

総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画
・ 　住生活基本法（平成 18 年法律第 61 号）第 17 条に基づく住生活基本計画の都道府県計画

の性格を併せ持つ
・　平成 29 年 3 月に策定（平成 28 年度～令和 7 年度）

本計画では、サービス付き高齢者向け住宅の供給目標等を含む高齢者の居住の安定に関する
施策について調和を図っています。

（２）高齢者居住安定確保計画等との調和

【高齢者の居住安定確保プラン】
・ 　高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号。以下「高齢者住まい法」

という。）に基づく高齢者居住安定確保計画
・ 　高齢者の居住安定確保に向け、住宅施策と福祉施策が連携し、総合的・計画的に施策を

推進するため、基本的な方針と実現のための施策を示すもの
・ 　令和 3 年 3 月に改定（令和 3 年度～令和 8 年度）

本計画では、高齢者に対する居住支援、賃貸住宅及び老人ホーム等の供給目標等について調
和を図っています。

（３）都道府県賃貸住宅供給促進計画との調和

【東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画】
・ 　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年法律第 112 号。

以下「住宅セーフティネット法」という。）に基づく都道府県賃貸住宅供給促進計画
・ 　住宅セーフティネット法に基づく、住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の

登録目標戸数や東京の実情に応じた登録基準等を定めるもの
・ 　平成 30 年 3 月に策定（平成 30 年度～令和 7 年度）

本計画は、高齢者等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給について調和を図っていま
す。
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３　「未来の東京」戦略との関係

【「未来の東京」戦略】
・ 　新たな都政の羅針盤として策定する都の総合計画であり、目指す 2040 年代の東京の姿で

ある「ビジョン」、この「ビジョン」を実現する 2030 年に向けた「戦略」と戦略実行のた
めの「推進プロジェクト」を提示

・ 　高齢者施策については、ビジョンとして「高齢者が人生 100 年時代に元気に活躍し、心
豊かに暮らす東京」を掲げ、この実現に向けた戦略として「長寿 ( Ｃｈ ō ｊｕ ) 社会実現戦略」
を位置付けており、「自分らしく暮らせる “ Ｃｈ ō ｊｕ ” 東京プロジェクト」など、4 つの
推進プロジェクトを提示

・ 　令和 3 年 3 月に策定

本計画は、「未来の東京」戦略を推進する計画として策定しています。

◇「未来の東京」戦略　関係部分抜粋
＜ビジョン＞
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＜ 2030 年に向けた戦略＞
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第１節　人口構造

１　人口の推移

○ 　平成 27 年の東京都の高齢者人口（65 歳以上）は約 301 万人で、総人口に占める割合（高
齢化率）は 22.7% となっています。

○ 　高齢者人口は増加が続き、令和 7 年には約 328 万人（高齢化率 23.0%）、令和 22 年には
約 379 万人（高齢化率 27.8%）に達し、都民の 4 人に 1 人が高齢者になると見込まれています。

○ 　少子化の影響により、令和 7 年をピークに総人口が減少に転じるとともに、生産年齢人
口（15 歳から 64 歳まで）や年少人口（15 歳未満）が長期的には減少していくことが予測
されています。

人口の推移 [ 東京都 ]

（注）　     （　）内は総人口（昭和 60 年～平成 27 年の総数は年齢不詳を含む。高齢化率の算出には分母から年齢不詳を除
いている。）。1 万人未満を四捨五入しているため、総数及び高齢化率は、内訳の合計値と一致しない場合がある。

 資料：   総務省「国勢調査」[ 昭和 60 年～平成 27 年 ]、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成
29 年 4 月）[ 令和 2 年～令和 22 年の高齢化率（国）]、東京都総務局による推計 [ 令和 2 年～令和 22 年 ]
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２　高齢者人口の推移

○ 　東京都の高齢者人口を、前期高齢者と後期高齢者とに分けてみると、令和 2 年には後期
高齢者が前期高齢者を上回り、団塊の世代がすべて後期高齢者となる令和 7 年まで後期高
齢者人口が急増します。

○ 　しかしながら、令和 7 年以降は後期高齢者が減少に転じ、一方で前期高齢者が増加して
いき、令和 22 年には再び前期高齢者が後期高齢者を上回ると見込まれます。

○ 　後期高齢者が総人口に占める割合（後期高齢者人口割合）は、平成 27 年は 10.8% ですが、
令和 7 年には 13.4% まで上昇し、その後も同程度の割合で推移すると見込まれています。

高齢者人口の推移 [ 東京都 ]

（注）    1 万人未満を四捨五入しているため、内訳の合計値と一致しない場合がある。
 資料： 総務省「国勢調査」[ 平成 12 年から平成 27 年まで ]、　国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平

成 29 年 4 月）[ 平成 32 年から平成 52 年までの後期高齢者人口割合（全国）]、東京都総務局による推計 [ 令和 2

年～令和 22 年 ]
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○ 　後期高齢者のうち要介護認定率の高い 85 歳以上の高齢者は、令和 17 年には最大となり、
平成 27 年に比べて約 1.8 倍に増加すると予測されていることから、中重度要介護者の増加
に伴う医療・介護ニーズの増加などが見込まれます。

高齢者人口（年齢 5 歳階級別）の推移 [ 東京都 ]

（注）  1 万人未満を四捨五入しているため、内訳の合計値と一致しない場合がある。
 資料：総務省「国勢調査」[ 平成 12 年から平成 27 年まで ]、東京都総務局による推計 [ 令和 2 年～令和 22 年 ]

年齢階級別要支援・要介護認定率（令和 2 年 1 月）[ 東京都 ]

 資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（令和 2 年 1 月）」
 　　 住民基本台帳による東京都の世帯と人口（令和 2 年 1 月）
 　　 総務省「人口推計」（令和 2 年 1 月確定値）
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第２節　世帯の状況

○ 　平成 27 年の東京都における一般世帯総数は約 669 万世帯で、そのうち世帯主が 65 歳以
上で夫婦のみの世帯（高齢夫婦世帯）は約 56 万世帯（総世帯に占める割合は 8.4%）、世
帯主が 65 歳以上の単身世帯（高齢者単独世帯）は約 74 万世帯（総世帯に占める割合は
11.1%）となっています。

○ 　今後、東京都における高齢者のみの世帯は増加傾向が続き、とりわけ、一般世帯に占め
る高齢者単独世帯の割合が大幅に増えると予測されています。

世帯数の推移 [ 東京都 ]

（注）   平成 7 年～ 27 年の「その他の一般世帯」には年齢不詳の世帯を含む。1 万世帯未満を四捨五入しているため、内
訳の合計値と一致しない場合がある。

 資料： 総務省「国勢調査」［1995（平成 7）年から 2015（平成 27）年まで］、東京都総務局「東京都世帯数の予測」（平成
31 年 3 月）
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第３節　高齢者の就業の状況

○　高齢者の就業の状況については、第 2 部第１章第 1 節（69 ページ）を参照

第４節　高齢者の住まいの状況

○　高齢者の住まいの状況については、第 2 部第 4 章第 1 節（247 ページ）を参照

第５節　認知症高齢者の状況

○　認知症高齢者の状況については、第 2 部第 7 章第 1 節（347 ページ）を参照
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第 ３ 章

目指すべき方向性

第１節　計画策定の背景

第２節　東京における地域包括ケアシステム　

第３節　地域づくりと地域共生社会
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第１節　計画策定の背景

○ 　社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして、平成 12 年 4 月に介護保険制度が導入
されました。

○ 　平成 23 年には、高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で生活できるよう、医療、介護、
介護予防、住まい及び生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築
が示されました。

○ 　平成 30 年度の介護保険制度の改正により、地域包括ケアシステムの深化・推進に向
けて、保険者機能の強化等が図られ、令和 3 年度の制度改正により、地域共生社会の実
現と令和 22 年（2040 年）への備えが示されました。

１　介護保険制度の変遷

（１）介護保険制度の導入と定着
高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加や、核家族化の進行など家族をめぐる状況の変

化に対応するため、社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして、平成 12 年 4 月に介護保
険制度が導入されました。平成 18 年度には、介護予防サービスや地域密着型サービスが導
入されるなど、数次にわたって制度の改正が行われています。

介護保険制度創設以来、介護サービスの提供基盤は急速に整備されてきており、東京都
におけるサービス利用者数は、制度発足時の約 11 万人から令和 2 年 4 月には約 51 万人に、
給付費は約 2,529 億円から約 9,019 億円に増加するなど、介護保険制度は都民の生活を支え
る仕組みとして定着してきました。
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（２）地域包括ケアシステムの構築
地域包括ケアシステムとは、高齢者が、可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び生活
支援が一体的に提供される体制のことで、平成 23 年 6 月の介護保険法の改正の際に初めて
提唱されました。

地域で暮らす高齢者を支えていくためには、介護保険サービス以外にも、医療や住まい、
生活支援サービス等の提供も含めた体制づくりが必要であることから、団塊の世代がすべ
て後期高齢者となる令和 7 年に向け、地域包括ケアシステムの確立が目指されました。

　　　資料：厚生労働省公表資料に基づき東京都福祉保健局高齢社会対策部作成

平成 27 年度の介護保険制度の改正では、地域包括ケアシステムの構築のため、介護保険サー
ビス以外にも、医療と介護の連携強化、認知症施策の推進、地域ケア会議¹ の推進、生活支援サー
ビスの体制整備等、各種サービスの充実が図られました。

また、地域包括ケアシステムは、それぞれの要素が整備されるだけでなく、それらの要素が
連携し、高齢者の状態に応じて必要なサービスが一体的に提供されていくことが重要となりま
す。そのため、それぞれの関係機関やサービスが円滑に連動できるネットワークの構築も重要
です。その上で、公助のネットワークだけでなく、地域住民がお互いに支え合える互助のコミュ
ニティが形成されることで、公助や互助が円滑に連動するようシステムが形成されます。

そのため、平成 30 年度から、地域包括ケアシステムの深化を目指して、区市町村によるマネ
ジメントを強化していくことが求められています。

1　地域ケア会議
介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体

により構成される会議体。(1) 高齢者個人に対する支援の充実と、(2) それを支える社会基盤の整備を同時に進めていく、地域包
括ケアシステムの実現に向けた手法として区市町村や地域包括支援センターが開催する。
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（３）令和 3年度介護保険制度等改正の主な内容
令和2年6月に成立した改正法において、介護保険法等の関係法律の改正が行われました。
この改正では、改革の目指す方向性として、地域共生社会の実現と令和 22 年（2040 年）

への備えが示されました。
これまでの団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年（2025 年）だけでなく、前期高齢者

の増加に加え、現役世代の人口減少が見込まれる令和 22 年（2040 年）を見据えた取組が
求められるようになりました。

この改革を進める取組の 3 つの柱と、取組を下支えする改革が示され、介護予防の推進
や介護現場の革新、更なる保険者機能の強化等に取り組んでいく必要があります。

令和 3 年度介護保険制度等改正の全体像

　　資料：厚生労働省資料
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コラム 東京の介護保険制度　～「これまで」と「これから」～

介護保険制度のこれまでの歩み
平成 12年に、「利用者本位・自立支援・選択（自己決定）」を理念としてスタートし

た介護保険制度は、７期 21年が経過し、いまや高齢者の介護を国全体で支える社会保

障の仕組みとして、国民の間に定着しています。

東京都においても、近年は高齢者人口の伸びを上回る速さで要介護（要支援）認定者

数が伸びており、それに併せてサービスの利用量も増えています。

介護保険は制度上、サービスの利用量（介護保険給付費）の増加に比例して、その財

源となる介護保険料も上昇する仕組みになっており、給付と負担とのバランスのとれた

健全な財政を維持していくことが、持続可能な社会保障制度の確立を図るための課題と

言えます。

介護保険料

認定割合 9.4% 11.0% 12.6% 14.1% 15.5% 16.1% 16.5% 16.1% 16.1% 16.0% 16.4% 17.1%

第1期　3,056円 第2期　3,273円 第3期　4,102円 第4期　4,045円

8億円 21億円 27億円 33億円 36億円 112億円 241億円 252億円 263億円 280億円 318億円 329億円1,434億円 1,722億円 1,924億円 2,009億円 2,095億円 2,041億円 1,881億円 1,957億円 1,962億円 2,059億円 2,108億円 2,122億円

48億円
86億円

131億円 196億円 283億円 371億円 464億円 545億円 615億円
711億円 781億円 872億円

1,039億円

1,519億円

1,846億円
2,172億円

2,392億円 2,478億円 2,472億円
2,517億円 2,612億円

2,834億円
3,051億円

3,281億円
3,581

2,529億円

3,348億円

3,928億円

4,409億円
4,806億円

5,003億円 5,058億円
5,271億円

5,452億円

5,884億円
6,258億円

6,605億円

7,101

176千人 215千人 255千人 296千人 335千人 358千人 378千人 384千人 395千人 407千人 424千人 447千人

1,868千人
1,951千人

2,025千人
2,098千人

2,154千人
2,218千人

2,295千人
2,381千人

2,456千人
2,541千人

2,592千人 2,615千人
2,686

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

人
数

千
人

在宅サービス費

居住系サービス費（※）

施設サービス費

高額介護サービス費等（特定入所者介護（介護予防）サービス費を含む。）

要介護（要支援）認定者数（第2号被保険者を含む。）

第1号被保険者数

介護保険法施行、財源は公費50％＋保険料50％、
利用料は保険給付9割＋自己負担1割

介護報酬マイナス2.3％
改定

17年10月：施設における食費・居住
費の自己負担化

介護報酬プラス3％改定、全国で4万人分の介護基盤
緊急整備、介護職員処遇改善交付金（23年度まで）

介護報酬マイナス2.4％改定（17年10月分を含む。）、要支援が2区
分となり介護予防サービス創設、地域包括支援センター・地域密

着型サービス創設

在宅サービス費が施設
サービス費を上回る

認定割合＝第2号被保険者を含む要介護認定者数/第1号被保険者数 （要介護認定率とは異なる。）

※（介護予防）認知症対応型共同生活介護、
（介護予防）特定施設入居者生活介護及び

地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。
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これからの介護保険制度
今後高齢化がますます進む社会において、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続でき

るようにするためには、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を、更に充実させて

いく必要があります。

保険者である区市町村においても、「団塊の世代」が後期高齢者となる令和７年を目

途に地域包括ケアシステムを構築し、推進するためには、中長期的な視野に立った施策

展開が重要であり、第 5期で開始した地域包括ケア実現のための方向性を継承しつつ、

その取組を更に本格化していくことが求められています。

東京都は、今後とも介護保険制度を安定的かつ持続可能なものとしていくため、必要

な制度改正を国に提言するとともに、介護サービス基盤の整備や医療・介護連携に向け

た広域調整の取組、感染症や災害への対応力強化の取組、介護人材の確保・定着・育成

に向けた取組等を推進し、地域の特性・実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を推

進する区市町村を支援していきます。

7,020円
（見込み）

.

17.6% 18.0% 18.2% 18.4% 18.6% 18.8% 19.2% 19.5% 19.8% 20.5% 21.1% 21.5% 22.2%

第6期　5,538円 第7期　5,911円
第8期　6,080円

（見込み）
第5期　4,992円

億円 357億円 377億円 400億円 429億円 456億円 463億円 485億円 542億円 577億円 551億円 556億円 585億円 594億円

億円
2,191億円 2,257億円 2,302億円 2,311億円 2,324億円 2,399億円

2,474億円 2,555億円

2,669億円 2,798億円 2,885億円 2,946億円 3,128億円

億円 972億円 1,046億円 1,123億円 1,160億円 1,190億円 1,287億円 1,355億円
1,425億円

1,503億円 1,596億円 1,662億円 1,719億円
1,797億円

億円
3,581億円

3,799億円
4,054億円 4,173億円 4,186億円

4,273億円
4,363億円

4,496億円
4,579億円

4,921億円
5,141億円

5,346億円
5,540億円

億円

7,101億円
7,479億円

7,879億円
8,074億円 8,156億円

8,422億円 8,677億円

9,019億円
9,328億円

9,866億円
10,244億円

10,596億円

11,060億円

千人 472千人 504千人 526千人 547千人 562千人 576千人 594千人 609千人 621千人 648千人 668千人 686千人 713千人

千人
2,686千人

2,794千人
2,884千人

2,966千人
3,027千人 3,069千人 3,101千人 3,122千人 3,142千人 3,163千人 3,173千人 3,186千人 3,214千人

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 2年度

（見込み）

3年度

（見込み）

4年度

（見込み）

5年度

（見込み）

7年度

（見込み）

介
護
保
険
給
付
費

億
円

介護報酬マイナス2.27％改定、予防給付のうち訪問介護・通所介護を区市町村
の地域支援事業に移行（平成29年度までに）

介護報酬プラス1.2％
改定

【平成12年度 → 令和7年度（見込み）】

第 １ 号 被 保 険 者 数：1,868千人→3,214千人（1.7倍）

要介護（要支援）認定者数 ： 176千人→ 713千人（4.1倍）

介 護 保 険 給 付 費 ：2,529億円→11,060億円（4.4倍） 推計

令和３年度以降の各数値については、都内保険者（区市町村）が介護保険事業計画策定のために積算した見込値の集計
令和２年度の介護保険給付費ついては、実績値が確定していないため、都内保険者（区市町村）が介護保険事業計画策定のため見込ん

だ実績見込値の集計及び高額介護サービス費等（特定入所者介護（介護予防）サービス費を含む。）について東京都にて独自に推計
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第２節　東京における地域包括ケアシステム

○ 　東京は、大都市特有の世帯形態や地域コミュニティ特性、また、医療・介護をはじめ
豊かな社会資源等を有するという特性がある一方で、東京の中に都市部や山間部、島しょ
部といった異なる特徴を持った地域が混在しているといった特性があります。

○ 　都は、「地域で支え合いながら、高齢者がいきいきと心豊かに、住み慣れた地域で安
心して暮らし続けることができる東京の実現」を計画の理念として、東京の特性にあっ
た地域包括ケアシステムの構築を進めていきます。

○ 　都の目指す地域包括ケアシステムの実現に向け、「7 つの重点分野」と「重点分野を下
支えする横断的な取組」を定め、重点的に取り組んでいきます。

１　東京の特性と第 7 期高齢者保健福祉計画の振り返り

（１）東京の特性
ア　令和 22年（2040 年）に向けた人口推移
　○ 　令和 7 年（2025 年）に向け後期高齢者人口はピークを迎える一方、令和 22 年（2040 年）

に向けて、元気な前期高齢者数の大幅な増加（団塊ジュニア世代）が見込まれます。
　○ 　また、90 歳以上の高齢者の増加（団塊の世代）が見込まれることから、令和 7 年（2025

年）から令和 22 年（2040 年）に向けて要介護認定者数もゆるやかに増加していきます。

高齢者人口（年齢 5 歳階級別）の推移

資料： 総務省「国勢調査」[ 平成 12 年から平成 27 年まで ]、東京都総務局による推計 [ 令和 2 年～令和 22 年 ]
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高齢者人口（状態像別）の推移

　※１　二次予防事業対象者割合（平成 26 年度：9.3%）（厚生労働省調べ）より推計
　※２　「就業」及び「要介護・要支援」の数は、現在の要介護認定率、就業率を用いて推計
 （注 1）  高齢者の人数は、平成 30 年 3 月の東京都総務局による推計を用いているため、本計画に掲載する高齢者

の人数と一致しない。
　資料：東京都福祉保健局「見える化改革報告書（平成 30 年 10 月17日）」

イ　高齢者の社会参加
　○ 　東京では、高齢者の多様な社会参加の形が見られます。就業されている方も多く、ま

た、通いの場や高齢者サロン等以外にも、民間のスポーツジムやカルチャーセンターな
ど、多様な社会参加の場が存在しており、生きがいをもって暮らしている高齢者が多数
います。

（単位:％）

都道府県 2017年

1位 長野 30.4

2位 山梨 30.3

3位 福井 27.8

4位 東京 27.7

5位 栃木、岐阜 27.3

平均 全国 24.4

43位 大阪 21.5

44位 奈良、兵庫 20.8

46位 北海道 20.7

47位 沖縄 19.7

順位
65歳以上有業率

65歳以上有業率の全国比較 65歳以上の年齢階級別有業者の構成比

資料：東京都総務局「都民の就業構造（就業構造基本調査結果の概要）平成29年」
総務省「平成29年就業構造基本調査」
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資料：東京都福祉保健局「在宅高齢者の生活実態調査」（令和元年12月）

全体 (3192)

活動した (1638)

活動はしていない ( 705)

29.9

36.4

22.1

33.6

38.6

29.4

20.5

16.4

25.5

11.0

5.9

17.9

2.0

0.5

3.7

3.0

2.1

1.4

十分感じている 感じている
多少感じている あまり感じていない
まったく感じていない 無回答

感じている 感じていない

生きがいの程度（社会参加の有無別）

「趣味・学習・スポーツ活動」の内容

資料：東京都福祉保健局「在宅高齢者の生活実態調査」（令和元年 12 月）
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高齢者世帯の割合（前期・後期別）

38.8% 34.8%

34.8%

30.3%

26.5%
34.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

全国 東京都

前期高齢者世帯割合

単独世帯

夫婦のみの世帯

その他世帯

47.1%
37.1%

24.9%

26.2%

28.0%
36.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

全国 東京都

後期高齢者世帯割合

単独世帯

夫婦のみの世帯

その他世帯

（注） 65歳以上世帯員の有無別一般世帯数をもとに算出。構成比は表示単位未満の数値を四捨五入
しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

資料：総務省「国勢調査」（平成27年）

地域の方々とのつながり（近所付き合い、交流）の程度

資料：東京都福祉保健局「在宅高齢者の生活実態調査」（令和元年 12 月）

ウ　高齢者を支えるサービス
　○ 　大都市特有の特性として、東京は一人暮らし高齢者の割合が高く、また、地域のつな

がりも強いとは言えない状況です。だからこそ、地域ごとに行政や住民、関係団体等が
協力して、地域で高齢者を支える仕組みを築き、地域で暮らす高齢者を支えていく必要
があります。

　○ 　介護サービスについては、在宅サービスと施設・居住系サービスがバランスよく整備
されており、介護が必要な高齢者を支えています。
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主な訪問サービスの受給率

（単位:％）

受給率（訪問介護）

1位 大阪府 5.1

2位 和歌山県 4.6

3位 青森県 4.3

平均 全国 2.8

45位 茨城県 1.7

46位 沖縄県 1.6

47位 佐賀県 1.4

5位 東京都 3.5

（単位:％）

受給率（訪問看護）

東京都

大阪府

兵庫県

平均 全国 1.5

45位 秋田県 0.8

沖縄県

佐賀県

1位 2.4

46位 0.7

資料：地域包括ケア「見える化」システム帳票Ｄ32‐a、Ｄ32‐ｃ（出典：厚生労働省「介護保
険事業状況報告」月報、時点：令和元年）に基づき東京都福祉保健局高齢社会対策部作成

資料： 地域包括ケア「見える化」システム帳票 Ｄ1（出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」
月報、時点：令和元年 10 月）に基づき東京都福祉保健局高齢社会対策部作成

受給者の構成割合



第１部　計画の考え方

- 35 -

第
３
章

目
指
す
べ
き
方
向
性

エ　多様な地域特性
　○ 　東京には、都心の大都市部だけでなく、山間部・島しょ部など様々な地域が存在します。

また、23 区の中でも、中央部、北部、東部、西部、南部で地域特性が異なっており、さらに、
同じ区市町村内にも、古くからの住宅地と大規模団地などが混在しています。

　○ 　例えば、人口の推移を見ると、東京都全体では令和 7 年をピークに減少していきますが、
区部では令和 12 年、多摩・島しょ部では令和 2 年がピークとなっています。

　○ 　このように、地域ごとに、高齢化の進み方や地域の社会資源、地域コミュニティの在
り方等が異なるため、その特性にあった地域包括ケアシステムを構築していく必要があ
ります。

（２）第 7期高齢者保健福祉計画の振り返り
　○ 　平成 30 年度の介護保険制度の改正により、都道府県は地域包括ケアシステムの深化と

それに取り組む保険者を支援していくこととなりました。そこで、都は、第 7 期高齢者
保健福祉計画で、自立支援・介護予防・重度化防止等に取り組む区市町村への支援の目
標を設定し、また、同時に、ＰＤＣＡの手法を活用し、地域包括ケアシステムの深化を
進めていくこととし、これらの計画指標の進捗管理、保険者機能評価推進交付金等によ
る取組の改善等を行ってきました。

　○ 　こうした取組を進めていく中で、各重点分野での区市町村への支援における課題も明
らかになってきました。都は、これまでおおむね、地域包括支援センターの職員や生活
支援コーディネーターなどの人材育成のための研修、また、区市町村の独自の取組に対
する財政的な支援等により、区市町村の支援に取り組んできました。

　○ 　しかし、地域ケア会議の運営、生活支援体制の整備、認知症施策の推進など、実際に
区市町村が地域の中で資源開発やネットワークづくり、地域づくりなどに取り組んでい
く上で、個々の地域ごとに個別の課題が存在し、知識やマニュアルだけではその課題の
解決が困難であることも見えてきました。

　○ 　こうした分野ごとの課題の解決や、区市町村における地域包括ケアシステムのマネジ
メントや計画の進捗管理などの支援を進めていくために、今後は、研修や財政的支援だ
けでなく、個別課題の個々の状況に応じた解決を支援していく個別的な支援にも取り組
んでいくことが重要となっています。
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２　計画の理念と重点分野

（１）理念
○ 　本計画では、大都市東京の特性にあった地域包括ケアシステムの構築に向けて、以下の

理念を掲げます。

地域で支え合いながら、高齢者がいきいきと心豊かに、
住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる東京の実現

地域で支え合いながら、高齢者が、①経験や能力を生かして居場所と役割を持って、
いきいきと活躍し、心豊かに暮らす、②自らが望む暮らし方を主体的に選び、安心して
暮らし続けることができる東京の地域づくりを地域特性に応じて推進していく。

（２）東京における地域包括ケアシステムの構築
○　東京の特性から、都が目指すべき地域包括ケアシステムの特徴は、以下のとおりです。

　● 　令和 22 年（2040 年）に向け、比較的元気な前期高齢者が増加していく中、健康で元
気な高齢者が生きがいを持ち、多様な社会参加が行われている。さらには、東京がこう
した高齢者が輝く健康長寿社会のモデルとなり、「Ｃｈ ō ｊｕ」を世界共通語としていく。

　● 　支援が必要な高齢者には在宅と施設・居住系のサービスがバランスよく提供され、ま
た、大都市特有の緩やかな地域のつながりに、ＮＰＯなどの多様な主体が組み合わさっ
て、地域で支え合える仕組みの構築が進められている。

　● 　大都市部から山間部、島しょ地域まで、人口動態や地理的条件、社会資源、地域のつ
ながり等、状況が異なる地域ごとに、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムが構築
されている。
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（３）　地域包括ケアシステム構築に向けた取組
　○ 　都が目指す地域包括ケアシステムの実現に向け、以下の 7 つの分野とそれを下支えす

る取組について重点的に取り組んでいきます。

●　取組の７つの重点分野

１　介護予防・フレイル予防と社会参加の推進　
高齢者がいつまでも健康で心豊かに暮らすことができるよう、介護予防・フレイル

予防を推進するとともに、高齢者自らの希望に応じた仕事や学び、趣味活動や地域活
動などの社会参加の促進に取り組みます。

２　介護サービス基盤の整備と円滑・適正な制度運営
医療や介護のサービスが必要な高齢者のために在宅サービスや施設サービス、地域

密着型サービスなど介護サービス基盤をバランスよく整備し、介護が必要になっても
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう取り組みます。

３　介護人材対策の推進
今後一層の増加が見込まれる介護ニーズに適切に対応していくため、より多くの人

が介護の仕事に就くことを希望し、仕事に就いた後もやりがいを持って働ける環境を
整備することで、質の高い介護人材の確保に取り組みます。

４　高齢者の住まいの確保と福祉のまちづくりの推進
生活の基盤となる適切な住まいを確保し、高齢者が多様なニーズに応じた居住の場

を選択できるようにすることで、地域で安全に安心して暮らすことができる環境の整
備に取り組みます。

５　地域生活を支える取組の推進　
高齢者が自らが望む生活を自立的に送れるよう、地域住民の力に加え、ＮＰＯ法人

等の活動とも連携・協働し、高齢者やその家族を地域で支え、ニーズに応じた生活支
援サービス等が提供されるよう取り組みます。
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６　在宅療養の推進
医療・介護サービスの従事者が連携しサービス提供体制を構築することで、病院に

入院しても円滑に在宅療養に移行し、在宅での生活を維持しながら適切な医療及び介
護のサービスを受けることができるよう取り組みます。

７　認知症施策の総合的な推進
認知症の人が、容態に応じて適切な医療・介護・生活支援等を受けることができる

よう、医療機関や介護サービス事業者等、様々な地域資源が連携したネットワークを
構築することにより、認知症になっても安心して暮らせるまちの実現を目指します。

●　７つの重点分野を下支えする取組

８　保険者機能強化と地域包括ケアシステムのマネジメント
地域課題や地域特性に応じた地域包括ケアシステムを地域ごとにマネジメントする

とともに、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍でき
る地域コミュニティを創出できるよう、区市町村支援に取り組みます。
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第３節　地域づくりと地域共生社会

○ 　地域包括ケアシステムの構築には、地域の住民が役割を持ち、支え合いながら、自分
らしく活躍できる地域コミュニティづくり、すなわち地域づくりの視点が重要です。

○ 　また、高齢者だけでなくその家族も含めた世帯を地域全体で支えていくことが重要で
あり、他分野と連携・協働し、専門職による包括的な相談援助を行える体制づくりの必
要性も高まっています。

○ 　一方で、昨今、分野や「支える側」、「支えられる側」の枠を超え、一人ひとりが生き
がいを持ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域共生社会の実現が求められ
ています。

○ 　地域で支え合うコミュニティづくりなどを目指す地域包括ケアシステムは、地域共生
社会と共通した理念を持つことから、分野を超えた包括的な支援体制の整備とあわせて、
地域包括ケアシステムの推進や地域づくりを進めることで、地域共生社会の実現を目指
すこととされています。

１　地域包括ケアシステムにおける地域づくり

○ 　地域包括ケアシステムの構築には、地域づくり・コミュニティづくりの視点が欠かせま
せん。

○ 　地域包括ケアシステムは、もともと地域で暮らし続けるために必要なサービスや支援が
包括的に提供される体制を言います。と同時に、地域住民によるインフォーマルなサポー
トの提供や、さらに元気な高齢者がボランティアなど地域社会の担い手として活躍するな
ど、地域で支え合う体制づくりが重要となっています。

○ 　このように、地域の住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるよう地
域コミュニティを作っていくことが、まさに地域づくりです。

○ 　地域コミュニティは、孤立を防ぎ、多様な活躍と役割を生み出すため、住民同士が出会い、
参加できる場や居場所をつくり、地域の課題を住民同士で解決し、支え合う関係性をコー
ディネートする等の取組により構築されるとされています。

○ 　地域包括ケアシステムの中では、介護予防の活動や、生活支援、見守り、認知症の人や
家族への支援等、あらゆる場面で地域づくりの視点が欠かせません。町会や自治会といっ
た既存のコミュニティ、社会福祉協議会やＮＰＯ等、地域の様々な団体や人材と協働し、
すべての住民が自分らしく活躍し、支え、支え合えるような地域づくりが求められていま
す。
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 資料：東京都福祉保健局高齢社会対策部作成

２　地域包括ケアシステムにおける包括的な相談支援体制

○ 　近年、核家族化や家族の高齢化に伴う家族機能の低下により、高齢者だけでなく、家族
も含めた世帯への支援が必要なケースが増えています。例えば、介護と育児に同時に直面
する世帯、いわゆるダブルケア 2 や、８０５０問題 3、障害のある子と要介護の親の世帯へ
の支援等です。

○ 　そのため、地域づくりを進め、住民参加と互助により、高齢者のみならず、その家族も
含め、地域全体で支えていくことが重要です。

○ 　しかしながら、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱えていたり、複合的な支援を必要
とするといった複雑な状況も見られ、地域住民の支えだけでなく、必要に応じて専門職に
よる個別の相談援助を提供していくことも必要となります。

○ 　地域包括ケアシステムでは、ケアマネジャーや地域包括支援センターが高齢者とその家
族を支援していますが、他分野と連携・協働した、分野を超えた包括的な支援が一層求め
られるようになっています。また、こうした状況を踏まえ、社会福祉士や精神保健福祉士
など、相談支援の専門職であるソーシャルワーカーの役割も大きくなっています。

2　ダブルケア
子育てと親や親族の介護が同時期に発生する状態

3　８０５０問題
80 歳代の高齢の親と、働いていない独身の 50 歳代の子とが同居している世帯に生じる社会的孤立等の問題
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○ 　高齢者とその家族を支えていくために、住民が地域で支え合える地域づくりに加え、必
要に応じて専門職による包括的な相談援助を行える体制づくりも、地域包括ケアシステム
の中で重要な課題となっています。

 資料：東京都福祉保健局高齢社会対策部作成

３　地域共生社会の実現

○ 　昨今、地域づくりや包括的な相談支援体制が求められる状況は、高齢者を支える場合に
限らず生じています。個人や世帯単位で複合的な支援を必要とするケースが増え、対象者
ごとに「縦割り」で整備された公的な支援体制の下では、対応が困難なケースが浮き彫り
となっています。

○ 　また、これまでは家族や地域のつながりによって対応できていた社会的孤立の問題や、
ごみ出しや買い物といった身近な生活課題への支援の必要性も高まっています。

○ 　そこで、このような課題に対応していくため、平成 28 年 6 月「地域共生社会」の理念が
提唱され、その実現を目指すこととされました。地域共生社会とは、制度や分野の枠を超え、
また、「支える側」、「支えられる側」という従来の枠組みを超えて、一人ひとりが生きがい
と役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる包括的なコミュニティ、地域や
社会のことです。
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４　地域共生社会と地域包括ケアシステム

○ 　前述のとおり、地域包括ケアシステムでは、元来、地域住民によるインフォーマルなサ
ポートが重要な要素とされ、元気な高齢者を含め地域住民が参画する地域づくりが進めら
れてきました。

○ 　さらに、昨今、高齢者とその家族、世帯単位で包括的な支援を行っていくことも課題と
なっています。

○ 　必要な支援を地域の中で包括的に提供し、地域で支え合うコミュニティづくりを進める
とともに、専門職による相談支援体制づくりに取り組む、このような地域包括ケアシステ
ムの在り方は、地域共生社会と共通する理念が含まれていることから、地域共生社会のプ
ラットフォームとなりうるものと期待されています。

○ 　今後は、包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備とあわせて、地域包括ケアシ
ステムの推進や地域づくり等に取り組むことにより、将来的に地域共生社会の実現を目指
すこととされています。
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コラム 【墨田区】地域福祉プラットフォームの取組

＜取組の背景＞
○�　墨田区には、町会・自治会活動や小地域福祉活動をはじめ、隣近所で見守り、支え合
う関係が残っています。その反面、社会情勢の変化や集合住宅の増加に伴う新しい住民
の増加、少子高齢化や世帯の核家族化・単身化の進行などにより、人とのつながりや支
え合いの意識が希薄になってきています。また、地域から孤立している方や 8050 問題
など、多様な課題を抱える人も増えています。
○�　そこで、墨田区では平成 28年より、墨田区社会福祉協議会が、交流と相談の場を兼
ねた拠点として「地域福祉プラットフォーム事業」を展開しています。
　�　今後は区が進める包括的支援体制整備事業の地域の拠点として、さらに充実させてい
く予定です。

＜取組の内容＞
○�　地域福祉プラットフォームは、世代を超えた「地域の居場所」として、ちょっと誰か
と話をしたい人、地域の中でつながりがない人など、あらゆる住民が気軽に立ち寄るこ
とができるとともに、来ている人同士が顔見知りになり、生活の中であいさつや声かけ、
見守りにつながることを目指しています。
○�　また、コミュニティ・ソーシャルワーカーが常駐し、子育て世代や高齢者など、悩み
や不安がある方の相談を受け止め、課題を整理した上で、地域活動者や墨田区をはじめ
とした関係機関の協力、連携のもと、住民が課題を主体的に捉え、解決に向けて一緒に
考える事ができるような支援を行っています。また、解決後も近隣住民の協力のもとに
再発の防止に努め、地域の福祉力（共助力）の向上を図ります。
○�　現在地域福祉プラットフォームは、区北部と、南部に１か所ずつ設置されています。
誰でも参加できる各種イベントの実施や、お子さん連れの方も参加できるようおもちゃ
スペースもあります。体操教室や折り紙教室など、住民の活動も行われています。
○�　医療機関など関係機関の協力の下、住民向けに日常生活に役立つとともに、地域に持
ち帰り広めることができる様な内容の講座を開催しています。
○�　住民が地域の課題・問題を我がこととして捉える場とすることを目指し、民生委員・
児童委員、小地域福祉活動者など、地域の活動者を対象とした勉強会を開催しています。

＜取組の効果や課題＞
○�　新型コロナウイルス感染症の影響により地域福祉プラットフォームを閉鎖していた
期間に、来所されている住民同士で、気になる住民に電話で連絡をとったり、様子を見
に自宅を訪問したりという自主的な見守り活動が行われていました。地域福祉プラット
フォームを通じて、住民同士が支え合う関係づくりが生まれていることを実感していま
す。
○�　地域福祉プラットフォームを通して、将来的に
は地域住民が地域の課題・問題を我がこととして
捉え、課題解決に向けて主体的に考えることがで
きる「福祉教育の場」にしたいと考えています。
そのためには、住民および多機関と連携、協働し
ながら、ワークショップ、勉強会、セミナー等を
定期的に開催し、地域の課題等を把握するととも
に、多くの住民が課題等を知る機会や自分事と考
える場を提供していきたいと考えています。

執筆協力：墨田区
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コラム 【目黒区】　福祉の総合相談窓口　～福祉のコンシェルジュ～

＜取組の背景＞
○�　高齢や介護、障害、生活困窮、子育てなど、複数の分野で課題を抱える方が増えてき
ています。
○�　平成 31年 4月に、横断的な対応を行うため、包括的な相談支援の中核組織として福
祉総合課を新設しました。保健福祉に関する相談支援や、地域包括支援センターの支援、
生活困窮者の自立相談支援など複数の部署から移管し、福祉事務所に位置付けました。
○�　制度や分野ごとに分かれた縦割りの支援ではなく、福祉の包括的な支援を目指し、「福
祉の総合相談窓口～福祉のコンシェルジュ～」を総合庁舎内に開設しました。

＜取組の内容＞
○�　福祉のコンシェルジュでは、保健福祉に関する相談支援は「ふ
くしの相談係」が、経済的な理由などで生活にお困りの方の自
立相談支援は「くらしの相談係」がお互いに連携しながら、福
祉全般の相談を丸ごと受け止め、相談者に寄り添い、解決に向
けサポートします。
○�　令和 2年 9月より、毎月第 4日曜日に、福祉の相談窓口（サ
ンデーコンシェルジュ）を開設し、新型コロナウイルス感染症
の影響による区民の不安や困りごとの相談に対応しています。

＜事業の効果、今後の課題＞
○�　開設当初から令和３年１月までに、新規 1,805 人の相談に対応してきました。困っ
たら、まずは福祉のコンシェルジュにつなぎ、課題整理を行いながらサポートする体制
が構築され、他部署からも様々な相談が寄せられています。
○�　「生活困窮及びふくしの相談庁内連携会議」（8部局 21課）を年２回開催し、関係部
局との情報共有を図りながら連携を強化し、横断的な包括的支援体制の充実を図ってい
ます。
○�　相談支援の充実のた
め、職員一人ひとりの対
人援助のスキルアップと
窓口の周知が課題となっ
ています。
○�　令和 3 年 4 月、新た
に配置されるＣＳＷ（コ
ミュニティソーシャル
ワーカー）や地域包括支
援センターと連携を図り
ながら早期に支援につな
がる仕組みづくりを進め
ていきます。

執筆協力：目黒区
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第 ４ 章

新型コロナウイルス感染症等に
ついて

第１節　新型コロナウイルス感染症等について
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第１節　新型コロナウイルス感染症等について

○ 　新型コロナウイルス感染症の流行により、介護事業所等における感染の発生、介護サー
ビスの利用控え、通いの場やサロンの休止、外出自粛等、高齢者を取り巻く環境に様々
な影響が生じました。

○ 　今後、新型コロナウイルス感染症等の流行に備え、都や区市町村、地域の医療機関等
や介護事業所等が連携し、地域の高齢者を支える体制を整備していくことも必要です。

○ 　「新しい日常」における地域包括ケアシステムの在り方を検討していくことも求めら
れています。

１　新型コロナウイルス感染症による影響

○ 　新型コロナウイルス感染症の流行は、高齢者が感染すると重症化しやすいことや、介護
事業所等で感染が発生したことから、高齢者を取り巻く環境にも様々な影響を及ぼしまし
た。

○ 　介護事業所等では、事業所内で感染が発生し、そのためサービス提供に影響が出たり、
人員不足などが想定される状況などが生じました。また、介護従事者に関しては、風評被
害や、同居する家族への感染の不安、学校が休校となった子供の預け先等が課題となりま
した。

○ 　さらに、人との接触を避けるためにデイサービスやショートステイサービスの利用を控
える高齢者もおり、介護事業所の運営にも大きな影響がありました。

○ 　また、地域の高齢者を取り巻く環境でも大きな影響がありました。外出自粛下では地域
の通いの場やサロン等の実施が困難になるとともに、高齢者が外出を控えるようになりま
した。訪問を前提とした高齢者の見守り活動にも深刻な影響があり、高齢者の孤立や心身
の機能低下も課題となりました。

○ 　さらに、在宅で介護する家族が感染した場合の要介護高齢者への支援も大きな課題と
なっています。

○ 　こうした状況を受けて、介護事業所等に対し、マスクや手袋等の衛生資材の提供や、感
染防止に必要な衛生資材等のためのかかり増し経費の補助などが行われるとともに、介護
報酬に関する臨時的な取り扱いや、運営資金の融資等が実施されました。

　 　都でも、高齢者施設向けに独自の感染症対策の動画を作成し、感染防止策について周知
しました。

○ 　また、区市町村では、外出自粛下の高齢者に対し、介護予防の動画やＤＶＤを作成したり、
見守りが必要な高齢者にはがきや電話で安否確認をするなどの対応を行いました。
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○ 　こうした様々な対応が速やかに行われたことや、地域の医療従事者・介護従事者等の献
身的な対応により、支援が必要な高齢者へのサービス提供を止めることがなかったことは、
評価に値するものです。

 資料：東京都福祉保健局高齢社会対策部作成

２　新型コロナウイルス感染症等への今後の対応について

○ 　今後、新型コロナウイルス感染症等の発生に備え、都や区市町村、地域の医療機関や薬
局、介護事業所等が協力して、高齢者がどんな時でも必要な支援が受けられるよう、また、
高齢者を支える地域資源を維持できるよう対策を行うことが必要です。

○ 　そのためには、まず地域の流行状況やその影響を踏まえ、総括した上で、必要な対策を
検討します。

○ 　医療・介護の資源等が地域ごとに異なることから、区市町村ごとに医療機関等や介護事
業所等との連絡・連携体制を構築しておくことも有効です。感染が発生した際に地域で助
け合えるよう、衛生資材等の備蓄、サービスの提供や職員の応援体制などにおいて、事業
所間の協力体制を整備することなどが考えられます。地域の必要性に応じて対策に取り組
むことが重要となります。都も広域的な自治体として、取組を行う区市町村を支援してい
く必要があります。
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○ 　また、通いの場やサロン等は、感染防止対策を実施して再開してはいるものの、再び感
染が拡大した際に、介護予防や社会参加の活動を継続し、高齢者の孤立を防げるよう、高
齢者のＩＣＴスキルの向上やＩＣＴ機器などを活用した取組を検討することも有効です。

○ 　研修や会議等といった業務のオンライン化を推進することも検討する必要があります。
○ 　今後は、新型コロナウイルス感染症等の流行に備え、連携体制の構築など、様々な取組

を行っていくことが求められています。

● 介護事業者・介護施設に対する取組 ⇒ 169 ページ

● 介護予防や通いの場に対する取組 ⇒ 70ページ

● 生活支援や見守り等に対する取組 ⇒ 293 ページ

３　「新しい日常」4 における地域包括ケアシステム

○ 　新型コロナウイルス感染症等の流行において、高齢者の安全・安心を守るためには、介
護事業者などや地域住民などの個々の努力だけでは対応に限界があるということが、改め
て認識されました。

○ 　こうした点を踏まえ、これからの地域包括ケアシステムの在り方についても再度考えて
いく必要が生じています。地域包括ケアシステムは、新型コロナウイルス感染症等の流行
に際しても機能する柔軟なシステムでなければならないからです。

○ 　そのため、一つには、高齢者を包括的に支援する関係者間のネットワークづくりが重要
となります。

○ 　地域包括ケアシステムでは、高齢者を包括的に支援していくため、様々なサービスや関
係機関のネットワークを築いています。このネットワークをより強固なものとし、高齢者
への支援が継続できるよう協働できる体制を構築しておくことで、多様な状況に柔軟に対
応できる体制となりえます。

4　新しい日常
新型コロナウイルスとの長い戦いを見据え、暮らしや働く場での感染拡大を防止する習慣
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○ 　さらには、医療機関や薬局、介護事業所、ＮＰＯや関係団体など、高齢者を支えるサー
ビスを提供する様々な機関は、地域包括ケアシステムを支える大切な基盤です。このよう
な事業者等がサービスの提供を継続できるよう、また、やむをえずサービスの提供が一時
的に休止せざるえない状況になってもそのサービスを代替できるよう、行政の支援と事業
者間で協働できる仕組みを調整しておくことが重要です。

○ 　その際は、事業者や団体の協力はもとより、区市町村のマネジメントと支援が欠かせま
せん。区市町村の主導による地域の状況に応じたルールづくりや、区市町村による財政的
な支援が求められます。区市町村だけでなく、都も広域的な自治体として、こうした取組
を支援し、地域包括ケアシステムを強固なものとしていくべきです。

○ 　さらに、住民参加の地域づくりも課題の一つです。前述したとおり、地域包括ケアシス
テムにおいて、住民が集い、役割を持ってコミュニティに参加し、相互に助け合う仕組み
となる地域づくりは、地域包括ケアシステムの最も重要な要素の一つです。

○ 　新型コロナウイルス感染症流行時のように、高齢者が外出を控えたり、住民が集まるこ
とを制限しなければならない状況は、地域づくりの取組にも影響を及ぼします。

○ 　介護予防等を行う社会参加の場や、コミュニティづくりの基礎となる住民が集う場、ま
た、支援を必要とする高齢者に対する住民互助による見守りや生活支援などは、新型コロ
ナウイルス感染症の流行時、活動が難しくなりました。

○ 　社会参加やコミュニティづくり、住民互助につながる通いの場やサロン等を再開するた
め、感染症についての知識と対応策を身に付けて感染予防策を行った上で実施すること、
また、オンラインなど様々なツールを活用することなど、有効な取組を地域で話し合い、
検討していくことも必要です。

○ 　また、地域住民等による高齢者の見守りや生活支援については、支援を継続し、高齢者
や認知症の人、その家族が孤立しないよう、行政による支援やアウトリーチなどの対応も
検討していく必要があります。　

○ 　今後も、新型コロナウイルス感染症等の流行などに際しても、支援を必要とする高齢者
への支援が継続されるよう、また、高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるよう、地域
包括ケアシステムの在り方を地域で検討することが求められています。
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 資料：東京都福祉保健局高齢社会対策部作成

４　「新しい日常」とデジタル・トランスフォーメーション

○ 　近年、情報通信をはじめとする技術革新が急激に進み、暮らしの利便性や安全・安心を
向上させてきました。情報通信技術（ＩＣＴ）の浸透により、人々の生活をより良い方向
に変化させるという、デジタル・トランスフォーメーション（以下「ＤＸ」という。）とい
う考え方も重要となっています。

○ 　また、新型コロナウイルス感染症の流行により、テレワークやテレビ会議が当たり前に
なるなど、人々の生活様式や働き方に大きな変化が起きました。これにより、オンライン
化を中心に、新たな行動様式が大きく広がりました。

○ 　一方で、情報技術を利用することが難しい高齢者は、新型コロナウイルス感染症の流行
により、ますます外出や交流の機会が減少しているという現状があります。また、通常対
面で行われていた高齢者の見守りや安否確認なども実施が難しくなりました。

○ 　そこで、こうした状況を踏まえ、居場所づくりや見守り支援のような、これまで一般的
に行われていたつながりや支え合いをつくる取組において、新しいつながりの在り方が模
索されるようになり、電話やＳＮＳ、オンライン会議システム等を活用した見守りの実施
等の取組事例も出てきています。
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○ 　今後は、対面、オンライン双方の強みを生かし、高齢者はもとより、誰もがつながるこ
とができる居場所の創出などが課題となっています。

○ 　また、様々な技術革新は、介護現場の働き方にも変化をもたらしてきました。職員の人
員配置や雇用管理等の効率化のみならず、新たな技術の導入による介護現場の生産性向上
も期待されています。

○ 　このように、今後の少子高齢社会における「担い手不足・人口減少」への対応や、「新た
なつながり・支え合い」の創出といった課題に対して、ＤＸへの対応は一層欠かせないも
のとなっています。


